
新 旧
国自総第４４６号 国自総第４４６号
国自旅第１６１号 国自旅第１６１号
国自整第１４９号 国自整第１４９号

平成１４年 １月３０日 平成１４年 １月３０日
一部改正 国自総第１２０号 一部改正 国自総第１２０号

国自旅第 ４６号 国自旅第 ４６号
国自整第 ４７号 国自整第 ４７号

平成１４年 ６月２８日 平成１４年 ６月２８日
一部改正 国自総第２８６号 一部改正 国自総第２８６号

国自旅第１３２号 国自旅第１３２号
国自整第１１４号 国自整第１１４号

平成１４年１０月 １日 平成１４年１０月 １日
一部改正 国自総第５４０号 一部改正 国自総第５４０号

国自旅第２４３号 国自旅第２４３号
国自整第２２６号 国自整第２２６号

平成１５年 ３月３１日 平成１５年 ３月３１日
一部改正 国自総第５５３号 一部改正 国自総第５５３号

国自旅第２６３号 国自旅第２６３号
国自整第１８６号 国自整第１８６号

平成１６年 ３月２９日 平成１６年 ３月２９日
一部改正 国自総第３９２号 一部改正 国自総第３９２号

国自旅第１８５号 国自旅第１８５号
国自整第 ８３号 国自整第 ８３号

平成１７年１２月 ５日 平成１７年１２月 ５日
一部改正 国自総第３２９号 一部改正 国自総第３２９号

国自旅第１８７号 国自旅第１８７号
国自整第 ９５号 国自整第 ９５号

平成１８年 ９月２９日 平成１８年 ９月２９日
一部改正 国自総第５８７号 一部改正 国自総第５８７号

国自旅第３２８号 国自旅第３２８号
国自整第１７９号 国自整第１７９号

平成１９年 ３月３０日 平成１９年 ３月３０日
一部改正 国自安第 ２９号 一部改正 国自安第 ２９号

国自旅第 ８２号 国自旅第 ８２号
国自整第 ４２号 国自整第 ４２号

平成２０年 ６月１１日 平成２０年 ６月１１日
一部改正 国自安第 ５４号 一部改正 国自安第 ５４号

国自旅第１２０号 国自旅第１２０号

別添



国自整第 ４７号 国自整第 ４７号
平成２０年 ９月２８日 平成２０年 ９月２８日

一部改正 国自安第１１７号 一部改正 国自安第１１７号
国自旅第１９４号 国自旅第１９４号
国自整第 ９１号 国自整第 ９１号

平成２１年１１月２０日 平成２１年１１月２０日
一部改正 国自安第 ６号 一部改正 国自安第 ６号

国自旅第 ８号 国自旅第 ８号
国自整第 ６号 国自整第 ６号

平成２２年 ４月２８日 平成２２年 ４月２８日
一部改正 国自安第１７０号 一部改正 国自安第１７０号

国自旅第２４６号 国自旅第２４６号
国自整第１４５号 国自整第１４５号

平成２３年 ３月３１日 平成２３年 ３月３１日
一部改正 国自安第 ７６号 一部改正 国自安第 ７６号

国自旅第１６９号 国自旅第１６９号
国自整第１４７号 国自整第１４７号

平成２４年 ４月１６日 平成２４年 ４月１６日
一部改正 国自安第 ３４号 一部改正 国自安第 ３４号

国自旅第２０６号 国自旅第２０６号
国自整第 ５６号 国自整第 ５６号

平成２４年 ６月２９日 平成２４年 ６月２９日
一部改正 国自安第 ４８号 一部改正 国自安第 ４８号

国自旅第２２３号 国自旅第２２３号
国自整第 ７０号 国自整第 ７０号

平成２４年 ７月１８日 平成２４年 ７月１８日
一部改正 国自安第１０５号 一部改正 国自安第１０５号

国自旅第３３１号 国自旅第３３１号
国自整第１５８号 国自整第１５８号

平成２４年１１月２２日 平成２４年１１月２２日
一部改正 国自安第 １６号 一部改正 国自安第 １６号

国自旅第 １４号 国自旅第 １４号
国自整第 ２４号 国自整第 ２４号

平成２５年 ５月１５日 平成２５年 ５月１５日
一部改正 国自安第 ７０号 一部改正 国自安第 ７０号

国自旅第 ８２号 国自旅第 ８２号
国自整第 ８４号 国自整第 ８４号

平成２５年 ７月２６日 平成２５年 ７月２６日
一部改正 国自安第１２７号 一部改正 国自安第１２７号

国自旅第２０３号 国自旅第２０３号



国自整第１４８号 国自整第１４８号
平成２５年 ８月２３日 平成２５年 ８月２３日

一部改正 国自安第２０９号 一部改正 国自安第２０９号
国自旅第３４３号 国自旅第３４３号
国自整第２４３号 国自整第２４３号

平成２５年１２月１６日 平成２５年１２月１６日
一部改正 国自安第３１２号 一部改正 国自安第３１２号

国自旅第６２３号 国自旅第６２３号
国自整第３９８号 国自整第３９８号

平成２６年 ３月３１日 平成２６年 ３月３１日
一部改正 国自安第１５５号 一部改正 国自安第１５５号

国自旅第２２９号 国自旅第２２９号
国自整第２３９号 国自整第２３９号

平成２７年１１月９日 平成２７年１１月９日
一部改訂 国自安第１１２号 最終改正 国自安第１１２号

国自旅第１５３号 国自旅第１５３号
国自整第１６１号 国自整第１６１号

平成２８年 ９月 ８日 平成２８年 ９月 ８日
最終改訂 国自安第１６１号

国自旅第２３３号
国自整第２２５号

平成２８年１１月１７日

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 技 術 安 全 部 長 殿 各 地 方 運 輸 局 自 動 車 技 術 安 全 部 長 殿
沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿 沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿

自 動 車 局 安 全 政 策 課 長 自 動 車 局 安 全 政 策 課 長
自 動 車 局 旅 客 課 長 自 動 車 局 旅 客 課 長
自 動 車 局 整 備 課 長 自 動 車 局 整 備 課 長

旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について 旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について

第24条 点呼等 第24条 点呼等
（１） 乗務前、乗務途中及び乗務後の点呼等の実施（第１項から （１） 乗務前及び乗務後の点呼等の実施（第１項及び第２項）
第３項まで）
①～④ （略） ①～④ （略）



⑤ 「夜間において長距離の運行を行う事業用自動車に乗務する （新設）
運転者」とは、運行指示書上、実車運行（旅客の乗車の有無に
関わらず、旅客の乗車が可能として設定した区間の運行をいい、
回送運行は実車運行には含まない。以下同じ。）する区間の距
離が100kmを超える夜間運行（実車運行を開始する時刻若しく
は実車運行を終了する時刻が午前２時から午前４時までの間に
ある運行又は当該時刻をまたぐ運行をいう。）を行う事業用自
動車に乗務する運転者をいい、交替運転者が当該事業用自動車
に添乗している場合は当該交替運転者を含む。

（２） アルコールを検知する機器（以下「アルコール検知器」と （２） アルコールを検知する機器（以下「アルコール検知器」と
いう。）の使用等（第４項） いう。）の使用等（第３項）
①～⑨ （略） ①～⑨ （略）

（３） 乗務前、乗務後及び乗務途中の点呼等の記録等（第５項） （３） 乗務前及び乗務後の点呼等の記録等（第４項）
点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨及び報告又は指示 点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨及び報告又は指示

の内容を記録し、かつ、その記録の保存を１年間義務付けたもので の内容を記録し、かつ、その記録の保存を１年間義務付けたもので
あるが、点呼等の際には、次の事項について記録しておくこと。 あるが、点呼等の際には、次の事項について記録しておくこと。
①・② （略） ①・② （略）
③ 乗務途中点呼 （新設）
イ．点呼執行者名
ロ．運転者名
ハ．乗務する事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記
号、番号等

ニ．点呼日時
ホ．点呼の具体的方法
ヘ．自動車、道路及び運行の状況
ト．運転者の疾病、疲労等の状況
チ．指示事項
リ．その他必要な事項

第26条の２ 事故の記録 第26条の２ 事故の記録
（１）（略） （１）（略）
（２） 各号に掲げる項目の記録の内容については、自動車事故報 （２） 各号に掲げる項目の記録の内容については、自動車事故報
告（昭和26年運輸省令第104号。以下「事故報告規則」という。） 告（昭和26年運輸省令第104号。以下「事故報告規則」という。）
別記様式の記入等の取扱いに準ずること。このうち、第４号の「事 別記様式の記入等の取扱いに準ずること。このうち、第４号の「事
故の発生場所」については、当該場所付近の地図に当該場所を表 故の発生場所」については、当該場所付近の地図に当該場所を表
示したものを添付することで足りる。また、第６号の「事故の概 示したものを添付することで足りる。また、第６号の「事故の概
要」については、事故報告規則別記様式の「当時の状況」、「事 要」については、事故報告規則別記様式の「当時の状況」、「事故
故の種類」、「道路等の状況」、「当時の運行計画」及び「損害の の種類」、「道路等の状況」、「当時の運行計画」及び「損害の程度」
程度」に相当する事項を記録することで足りる。ただし、一般貸 に相当する事項を記録することで足りる。
切旅客自動車運送事業者にあっては、第６号の「事故の概要」に



ついては、ドライブレコーダーの記録（「ドライブレコーダーに
より記録すべき情報及びドライブレコーダーの性能要件を定める
告示」（平成28年国土交通省告示1346号）第２条第１項の記録を
いう。以下同じ。）を含めることとし、第８号の「再発防止対策」
を講じるにあたっては、当該ドライブレコーダーの記録を利用し
なければならない。

（３）（略） （３）（略）

第38条 従業員に対する指導監督 第38条 従業員に対する指導監督
（１） 第１項及び第２項に基づく運転者に対する指導監督は、「旅 （１） 第１項及び第２項に基づく運転者に対する指導監督は、「旅
客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及 客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」（平成13年国土交通省告示第1676号。以下「指導 び監督の指針」（平成13年国土交通省告示第1676号。以下「指導
監督指針」という。）により実施されなければならない。 監督指針」という。）により実施するよう指導すること。
（以下略） （以下略）

（２） 第１項に基づく指導監督の内容の記録は、具体的に記録す （２） 第１項に基づく指導監督の内容の記録は、具体的に記録す
るとともに、指導監督に使用した資料の写し等を添付されなけれ るとともに、指導監督に使用した資料の写し等を添付するよう指
ばならない。 導すること。

（３）～（８） （略） （３）～（８） （略）
（９） 指導監督指針第一章又は第二章の柱書きの規定に基づき保 （新設）
存しなければならないドライブレコーダーの記録には、第一章３
（３）及び第二章３（３）の規定に基づき確認したドライブレコ
ーダーの記録を含むものとする。
また、指導監督指針第一章又は第二章の柱書きの規定に基づき

ドライブレコーダーの記録を保存する場合にあっては、当該記録
のファイル名についても一般的な指導及び監督又は特別な指導の
内容の一部として記録する必要がある。

（10） 指導監督指針第一章２（１）③の規定に基づき、一般貸切 （新設）
旅客自動車運送事業者は、従来乗務していた事業用自動車と制動
装置又は変速装置の操作性等が著しく異なる事業用自動車に乗務
しようとする運転者に対して、乗務前に制動装置又は変速装置の
操作性等を把握させる必要がある。

（11） 指導監督指針第一章２（１）⑦に規定する車種区分は、「一 （新設）
般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更許可申請の処
理について」（平成11年12月13日付自旅第128号、自環第241号）
による車種区分と同一のものである。

（12） 指導監督指針第一章２（１）⑦並びに第二章２（１）⑤及 （新設）
び⑦並びに（２）④及び⑦の「当該運転者が実際に運転する事業
用自動車と同一の車種区分の自動車」とは、運転者が実際に運転
する事業用自動車と同一の車種区分の事業用自動車（専ら指導及
び監督の用に供する自動車を含む。以下「訓練用自動車」という。）



であって、かつ、制動装置の操作性等が当該実際に運転する事業
用自動車と著しく異ならないものをいう。ただし、運転者が実際
に運転する事業用自動車より大型の車種区分の訓練用自動車を用
いても差し支えない。

（13） 指導監督指針第一章２（１）⑦、第二章２（１）⑤及び（２）（新設）
④の規定に基づく制動装置の急な操作の方法に係る指導につい
て、走行状態の訓練用自動車を用いて行うことが困難な場合にあ
っては、停止状態の訓練用自動車を用いても差し支えない。

（14） 指導監督指針第一章２（２）①の「安全性の向上を図るた （新設）
めの装置」とは、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置
その他の先進技術を利用して運転者の安全運転を支援する装置を
いう。

（15） 指導監督指針第一章３（３）後段の規定に基づき、ドライ （新設）
ブレコーダーの記録を利用して指導及び監督の内容に係る運転者
の習得の程度の確認を行う場合は、当該運転者に対して実施した
指導及び監督の内容に応じて、適切な運行経路及び時間帯の６分
間程度のドライブレコーダーの記録を確認するものとする。
また、当該規定中「速やかに」とは、やむを得ない場合を除き、

当該運転者に対する指導監督指針第一章２（２）②の指導及び監
督の実施後、２週間を超えない適切な時期とする。

（16） 指導監督指針第二章２（１）⑦及び（２）⑦の規定に基づ （新設）
く安全運転の実技に関する指導において、雪道又は夜間の運行を
行う運転者にあっては、必要に応じてそれらの運行経路又は時間
帯においても指導を行う必要がある。
また、安全運転の実技における訓練用自動車のドライブレコー

ダーの記録並びに運行記録計で記録した瞬間速度、運行距離及び
運行時間の記録を３年間保存させること。ただし、一運転者に対
して安全運転の実技に係る指導を20時間以上実施した場合にあっ
ては、保存する記録は20時間分で足りる。

（17） 指導監督指針第二章２（１）⑦及び（２）⑦の趣旨は、一 （新設）
般貸切旅客自動車運送事業者において、運行の安全の確保に必要
な実技に関する指導の徹底を期するものであり、したがって、一
般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者の技量を見極めつつ、運
行の安全の確保に支障がないと認められるまで当該運転者に対し
て指導を継続して実施する必要があり、20時間の実施では必ずし
も十分ではないことに留意しなければならない。

（18） 指導監督指針第二章２（３）に規定する「準初任運転者」 （新設）
には、以下の者は含まない。
① 当該一般貸切旅客自動車運送事業者において乗務しようとす
る貸切バスと同一又はそれより大型の車種区分の貸切バスにつ



いて、直近１年間で20時間以上乗務した経験を有する運転者で
あって、かつ、当該一般貸切旅客自動車運送事業者が運行の安
全の確保に支障がないと認める者

② 一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗合旅客自動車運送事
業を営む当該事業者において、乗務しようとする貸切バスと同
一又はそれより大型の車種区分の高速乗合バスについて、直近
１年間で20時間以上乗務した経験を有する運転者であって、か
つ、当該一般貸切旅客自動車運送事業者が運行の安全の確保に
支障がないと認める者

（19） 指導監督指針第二章３（３）の規定に基づき、ドライブレ （新設）
コーダーの記録を利用して特別な指導の内容に係る運転者の習得
の程度の確認を行う場合は、当該運転者に対して実施した指導及
び監督の内容に応じて、適切な運行経路及び時間帯の15分間程度
のドライブレコーダーの記録を確認するものとする。この場合に
おいて、高速道路、坂道、隘路、市街地、駐車場におけるドライ
ブレコーダーの記録をそれぞれ確認するよう可能な限り努めるも
のとする。
また、当該規定中「速やかに」とは、やむを得ない場合を除き、

当該運転者に対する特別な指導の実施後、２週間を超えない適切
な時期とする。

（20）～（22） （略） （９）～（11） （略）

第47条の７ 旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情 第47条の７ 旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情
報の公表 報の公表

（１） 事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表については、 事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表については、「客
「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の７第１校の規定に基づき 自動車運送事業運輸規則第47条の７第１校の規定に基づき旅客自
旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項 動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項」（平成18年
等」（平成28年国土交通省告示第1337号）及び安全マネジメント 国土交通省告示第1089号）及び安全マネジメント等実施通達によ
等実施通達により行うよう指導すること。 り行うよう指導すること。

（２） 本条及び（１）に定める告示により、一般貸切旅客自動車
運送事業者が国土交通大臣に報告する内容は、一般貸切旅客自動
車運送事業者に係る安全情報として国土交通省のホームページ等
において公表されることを踏まえ、電磁的方法により、確実に報
告するよう指導すること。

第47条の９ 運行管理者等の選任 第47条の９ 運行管理者等の選任
（１） 本条第１項の表第３欄に掲げる資格者証の種類のうち、旅 （１） 本条第１項の表第３欄に掲げる資格者証の種類のうち、旅
客自動車運送事業運行管理者資格者証は、運行管理者試験を合格 客自動車運送事業運行管理者資格者証は、運行管理者試験を合格
した者に交付するものであり、その他の種類の資格者証は、第48 した者に交付するものであり、その他の種類の資格者証は、第48
条の５第１項に規定する一定の実務の経験その他の要件を備える 条の５第１項に規定する一定の実務の経験その他の要件を備える



者に交付するものである。 者に交付するものである。
なお、平成18年９月30日以前に交付を受けた各種類の資格者証 なお、平成18年９月30日以前に交付を受けた各種類の資格者証

については、同年10月１日以降も引き続き当該種類の資格者証と については、同年10月１日以降も引き続き当該種類の資格者証と
して扱うものである。 して扱うものである。
また、同年９月30日以前に行われた各種類の運行管理者試験に また、同年９月30日以前に行われた各種類の運行管理者試験に

合格した者については、同年10月１日以降も当該試験の種類に応 合格した者については、同年10月１日以降も当該試験の種類に応
じた種類の資格者証を交付することとなる。 じた種類の資格者証を交付することとなる。
また、平成28年11月30日以前に交付を受け、又は同日以前に交

付の申請をし、同年12月１日以降に交付を受けた一般貸切旅客自
動車運送事業運行管理者資格者証については、同年12月１日以降
も引き続き当該種類の資格者証として扱うものである。

（２） 本条第１項の表に定められている運行管理者の選任数の最 （２） 本条第１項の表に定められている運行管理者の選任数の最
低限度を事業の種類及び当該営業所が運行を管理する事業用自動 低限度を事業の種類及び当該営業所が運行を管理する事業用自動
車の数ごとに示すと、次のとおりである。ただし、４両以下の一 車の数ごとに示すと、次のとおりである。
般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行を管理する営業 なお、運行管理者は、他の営業所の運行管理者又は本条第３項
所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条 に規定する補助者を兼務することはできない。
件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保
に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、運行管理
者の選任数の最低限度は１人とする。
なお、運行管理者は、他の営業所の運行管理者又は本条第３項

に規定する補助者を兼務することはできない。
① （略） ① （略）
② 一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行を管理す ② 一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行を管理す
る営業所 る営業所

事業用自動車の数 運行管理者数 事業用自動車の数 運行管理者数

39両まで ２人 29両まで １人

40両～59両 ３人 30両～59両 ２人

60両～79両 ４人 60両～89両 ３人

80両～99両 ５人 90両～119両 ４人

100両～129両 ６人 120両～149両 ５人

130両～159両 ７人 150両～179両 ６人

160両～189両 ８人 180両～209両 ７人



190両～219両 ９人

上表の車両数を超える場合には、次の算式により運行管理者の 上表の車両数を超える場合には、次の算式により運行管理者の
選任数の最低限度を算出すること。（１未満の端数は切り捨て） 選任数の最低限度を算出すること。（１未満の端数は切り捨て）

事業用自動車の両数－100 事業用自動車の両数
運行管理者の選任数の最低限度＝ 運行管理者の選任数の最低限度＝ ＋１

30 30
＋６

③～⑤ （略) ③～⑤ （略)
（３） 同一事業者の同一営業所で複数の種類の事業の事業用自動 （３） 同一事業者の同一営業所で複数の種類の事業の事業用自動車
車の運行を管理する場合には、旅客自動車運送事業運行管理者資 の運行を管理する場合には、旅客自動車運送事業運行管理者資格
格者証を有する運行管理者又はそれぞれの事業の種類に応じた種 者証を有する運行管理者又はそれぞれの事業の種類に応じた種類
類の資格者証を併せて有する運行管理者に限り、当該複数の種類 の資格者証を併せて有する運行管理者に限り、当該複数の種類の
の事業の運行管理者を兼務することができる。この場合は、当該 事業の運行管理者を兼務することができる。この場合は、当該営
営業所で運行を管理する事業用自動車の総数に応じて、当該複数 業所で運行を管理する事業用自動車の総数に応じて、当該複数の
の種類の事業のうちより多くの数の運行管理者を必要とする種類 種類の事業のうちより多くの数の運行管理者を必要とする種類の
の事業における選任数の定めに従って運行管理者を選任するよう 事業における選任数の定めに従って運行管理者を選任するよう指
指導すること。 導すること。
（例） （例）
一般乗合旅客自動車運送事業用自動車 28両 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車 28両
一般貸切旅客自動車運送事業用自動車 ５両 一般貸切旅客自動車運送事業用自動車 ５両

複数事業の事業用自動車 計 33両 複数事業の事業用自動車 計 33両
この場合は、一般貸切旅客自動車運送事業における選任数の定 この場合は、一般貸切旅客自動車運送事業における選任数の定

めに従って運行管理者を選任する。 めに従って運行管理者を選任する。
33 33

運行管理者の選任数の最低限度＝ ＋１＝２ 運行管理者の選任数の最低限度＝ ＋１＝２
20 30

（４）～（９） （略） （４）～（９） （略）

第48条の６ 資格者証の様式及び交付 第48条の６ 資格者証の様式及び交付
（１） 第１項で定める資格者証（第１号様式）の「資格者証番号」（１） 第１項で定める資格者証（第１号様式）の「資格者証番号」
は、地方運輸局名を示す符号、各運輸支局名（運輸監理部を含み、 は、地方運輸局名を示す符号、各運輸支局名（運輸監理部を含み、
陸運事務所を除く。）を示す符号及び資格者証の種類を示す符号 陸運事務所を除く。）を示す符号及び資格者証の種類を示す符号
並びに交付番号（一連番号とする。）の順に配列する。 並びに交付番号（一連番号とする。）の順に配列する。
①・② （略） ①・② （略）
③ 資格者証の種類を示す符号は、次のとおりとする。 ③ 資格者証の種類を示す符号は、次のとおりとする。



資格者証の種類 符号 資格者証の種類 符号

旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 旅客 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 旅客

一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 乗合 一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 乗合

（削る） （削る） 一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 貸切

一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 乗用 一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 乗用

特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 特定 特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 特定

④ 資格者証の「資格者番号」の例 ④ 資格者証の「資格者番号」の例
（例１）・（例２） （略） （例１）・（例２） （略）

（削る） （例３）関東運輸局栃木運輸支局において一般貸切旅客自動
車運送事業に係る資格者証を交付する場合
関 栃 貸切 第 １ 号

一連番号を示す
一般貸切旅客自動車運送事業
運行管理者資格者証を示す

栃木運輸支局を示す
関東運輸局を示す

（例３） （略） （例４） （略）

第68条 届出 第68条 届出
（１） 運行管理者選任（解任）届出書及び補助者選任（解任）届 （１） 運行管理者選任（解任）届出書の様式は、電子情報処理組
出書の様式は、電子情報処理組織による届出については別添のと 織による届出については別添のとおりとする。
おりとする。 また、これによらない届出については別添の様式を例として地
また、これによらない届出については別添の様式を例として地 方運輸局において運行管理者選任（解任）届出書の様式を作成す

方運輸局において運行管理者選任（解任）届出書及び補助者選任 ることとして差し支えない。
（解任）届出書の様式を作成することとして差し支えない。

（２） 第１項の表第１号の届出の際には、運行管理者資格者証又 （２） 第１項第１号の届出の際には、運行管理者資格者証又はそ
はその写しの提示を求め、確認を行うこと。 の写しの提示を求め、確認を行うこと。

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）
（５） 第１項の表第５号の届出の際には、運行管理者資格者証若 （新設）
しくはその写し、貨物自動車運送事業法第19条第１項の運行管理



者資格者証若しくはその写し又は第47条の９第３項に規定する国
土交通大臣の認定を受けた講習を修了したことを証する書類の提
示を求め、確認を行うとともに、法第23条の２第２項第１号の該
当の有無を申告させること。

（６） 運行管理者選任（解任）届出及び補助者選任（解任）届出 （５） 運行管理者選任（解任）届出を受付た際には、速やかに届
を受け付けた際には、速やかに届出内容を運送事業者監査総合情 出内容を運送事業者監査総合情報システムに入力すること。
報システムに入力すること。

第69条 書類の管理 （新設）
（１） 本条は、運行管理の適正化及び監査の効率化等を図るため、
旅客自動車運送事業者に対し、「旅客自動車運送事業者が管理す
べき書類を定める告示」（平成28年国土交通省告示第1336号。以
下「書類告示」という。）に定める書類の営業所における適切な
管理及び速やかな提示を義務付けるものである。したがって、こ
の趣旨に則り、書類告示に定めない書類についても、適切な管理
に努めるよう事業者を指導すること。

（２） 「速やかに提示できるようにする」とは、法第94条第１項
の規定による報告の求めを受けた場合には報告の期限までに提出
の求めを受けた書類を提出できるようにすることを、同条第４項
の規定による立入検査において提示（写しの提供を含む。以下同
じ。）の求めを受けた場合には検査終了時までに当該求めを受け
た書類を提示できるようにすることをいう。



（別添） （略）（別添） （表）

殿

（裏）

（記載事項）
１．　事業の種類については、該当するものを一つ選択すること。
２．　届出する運行管理者、補助者の別については、該当するものを選択すること。

４．　選任届出にあたっては、兼職の有無について該当項目を選択し、有の場合はその職名及び職務内容等を記載すること。
５．　解任届出にあたっては、解任理由として転勤・職制変更、法第２３条の３の返納等を記載すること。
６．　複数の運行管理者を選任する営業所については、統括運行管理者を選任し、統括運行管理者氏名、選任年月日を記載すること。

（注意事項）

備　考

統括運行管理者氏名

選 任 年 月 日 　　年　　　　月　　　　日

欠格事由への該当 有　・　無 欠格事由への該当 有　・　無 欠格事由への該当 有　・　無

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

資格者証番号 交付年月日

年　　　月　　　日

資格者証番号 交付年月日

年　　　月　　　日

解任年月日 解 任 理 由

年　　　月　　　日

解任年月日 解 任 理 由

年　　　月　　　日

氏名（フリガナ） 生年月日 氏名（フリガナ） 生年月日 氏名（フリガナ） 生年月日

欠格事由への該当 有　・　無

氏名（フリガナ） 生年月日

選任年月日 兼職の有無

年　　　月　　　日
有（　　　　　）・無

選任年月日 兼職の有無

年　　　月　　　日
有（　　　　　）・無

（日本工業規格A列４番）

年　　　月　　　日 年　　　月　　　日 年　　　月　　　日

資格者証番号 交付年月日

年　　　月　　　日

資格者証番号 交付年月日

年　　　月　　　日

旅客自動車運送事業運行管理者・補助者　選任（解任）届出書

事業の種類

事業用自動車の台数

選任年月日 兼職の有無

一般乗合      ・      一般貸切      ・      一般乗用      ・      特定

欠格事由への該当 有　・　無

運行管理者　　・　　補助者

氏名（フリガナ） 生年月日

欠格事由への該当 有　・　無

選任年月日 兼職の有無
運行管理者　　・　　補助者

氏名（フリガナ） 生年月日

選任年月日 兼職の有無
運行管理者　　・　　補助者

修了年月日

年　　　月　　　日

総数

台

（内訳）

運行管理者　　・　　補助者 運行管理者　　・　　補助者 運行管理者　　・　　補助者

年　　　月　　　日
有（　　　　　）・無

年　　　月　　　日
有（　　　　　）・無

年　　　月　　　日
有（　　　　　）・無

解任年月日 解 任 理 由

年　　　月　　　日

解任年月日 解 任 理 由

年　　　月　　　日

解任年月日 解 任 理 由

年　　　月　　　日

資格者証番号 交付年月日

年　　　月　　　日

基礎講習修了番号 修了年月日

年　　　月　　　日

基礎講習修了番号 修了年月日

年　　　月　　　日

基礎講習修了番号

年　　　月　　　日

資格者証番号 交付年月日

年　　　月　　　日

基礎講習修了番号 修了年月日

年　　　月　　　日

及び所在地
営業所の名称

届出者の住所

又は名称
届出者の氏名

３．　同一営業所で複数の種類の事業の事業用自動車の運行を管理する場合には、事業用自動車の台数の内訳欄に、事業の種類ごとの台数を記載
すること。その際、一般乗用の事業用自動車については、乗車定員１１人以上の車両の台数をあわせて記載すること。

７．　補助者を選任する場合については、資格者証を有する場合は資格者証に関する情報、基礎講習受講者の場合は基礎講習に関する情報を、それ
ぞれの欄に記載すること。

　運行管理者の選任を届け出る場合は資格者証（写しでも可）を、補助者の選任を届け出る場合は資格者証（写しでも可）、貨物自動車運送事業法第１
９条第１項の運行管理者資格者証（写しでも可）又は基礎講習修了証（写しでも可）若しくは運行管理者手帳（氏名等及び当該基礎講習の受講等が確
認できる箇所の写しでも可）を提示すること。それができない場合は、別途届出窓口の支局等に、これらの書類（写しでも可）を提示するか、これらの書
類の写しを郵送すること。

基礎講習修了番号 修了年月日

年　　　月　　　日

基礎講習修了番号 修了年月日

年　　　月　　　日

選任年月日 兼職の有無

年　　　月　　　日
有（　　　　　）・無

解任年月日 解 任 理 由

年　　　月　　　日



附 則
改正後の通達は、平成28年12月１日から施行する。ただし、第26条の２（２）、第38条（９）、（15）、（16）（ドライブレコーダーの記録
の保存に係る部分に限る。）、（19）及び第47条の９（２）の改正規定は、平成29年12月１日から施行する。


